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第12表 事業の種類、年次別利用実人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 各年９月

平成20年 21 22 23 24 25 26

(2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014)

居宅介護事業 身体介護が中心  41 018  47 078  48 112  52 291  60 450  64 401  67 537 

通院介助が中心（身体介護を伴う）  7 105  8 608  9 589  10 327  11 853  12 602  13 629 

通院介助が中心（身体介護を伴わない）  3 904  4 984  5 221  5 627  6 184  6 456  6 735 

通院等乗降介助が中心  1 237  1 968  1 745  2 157  2 042  2 215  2 683 

家事援助が中心  48 473  55 235  58 272  64 365  72 662  78 934  83 632 

重度訪問介護事業  8 516  10 017  9 783  10 535  13 053  13 446  14 152 

同行援護事業 身体介護を伴う ・ ・ ・ ・  4 904  6 041  6 694 

身体介護を伴わない ・ ・ ・ ・  10 750  12 354  12 996 

行動援護事業  3 185  4 188  4 706  5 194  6 254  7 034  7 334 

療養介護事業  1 303  1 835  1 968  1 810  14 072  13 501  11 931 

生活介護事業  43 776  57 924  63 245  74 581  108 491  104 664  107 864 

児童デイサービス事業  36 611  45 038  53 809  64 483 ・ ・ ・

重度障害者等包括支援事業   20   25   27   23   29   45   18 

相談支援事業   
3)  2 601  3 212  3 388  3 725 ・ ・ ・

計画相談支援事業   4) ・ ・ ・ ・  13 099  43 417  84 971 

地域相談支援（地域移行支援）事業 ・ ・ ・ ・  1 265   832   912 

地域相談支援（地域定着支援）事業 ・ ・ ・ ・  1 553  1 671  1 757 

短期入所事業  22 740  25 056  27 413  27 894  31 402  35 801  39 084 

共同生活介護事業   
5)  17 535  27 783  32 198  35 936  40 320  50 441 ・

共同生活援助事業   
5)  12 897  17 500  18 902  19 527  23 360  24 024  74 964 

自立訓練（機能訓練）事業  1 554  1 105  1 086  1 281  1 017   982   868 

自立訓練（生活訓練）事業  6 020  6 600  6 645  7 797  9 913  10 040  9 550 

宿泊型自立訓練事業  
 5) ・ ・ ・ ・  3 161  3 494  3 337 

就労移行支援事業  10 628  14 830  15 357  16 266  22 214  23 238  23 188 

就労継続支援（Ａ型）事業  3 853  6 368  8 321  12 309  23 523  29 513  40 771 

就労継続支援（Ｂ型）事業  35 736  61 685  77 546  99 182  157 019  159 968  173 585 

児童発達支援事業 ・ ・ ・ ・  12 557  15 889  18 678 

放課後等デイサービス事業 ・ ・ ・ ・  41 955  58 350  86 524 

保育所等訪問支援事業 ・ ・ ・ ・   316   942  1 644 

障害児相談支援事業 ・ ・ ・ ・  2 088  9 410  19 902 

注：1） 　調査票が回収できた事業所のうち、活動中の事業所について集計している。

     2） 　障害者支援施設の昼間実施サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援）を除く。

　　3） 　相談支援事業の利用実人員は、サービス利用計画を作成した人数である。

4） 　計画相談支援事業の利用実人員は、サービス利用支援（計画作成）又は継続サービス利用支援（モニタリング）を行った人数である。

5） 　共同生活介護事業、共同生活援助事業及び宿泊型自立訓練事業は、９月末日の利用実人員である。


